
資料３ 

文化財分科会における審議状況と今後の主な課題 

１．これまでの審議状況

（１）第２５期文化審議会文化財分科会における答申状況

第２５期文化審議会文化財分科会（令和７年４月～）は、文化財保護法（昭和２５

年法律第２１４号）第１５３条の規定による審議会の権限に属する事項として、国宝・

重要文化財の指定等、登録文化財の登録等、文化財保存活用地域計画・文化財保存活

用計画の認定等、及び現状変更の許可等について調査審議を行い、下表のとおり 

２,７２８件の答申を得た。 

指定・選定等 １８１件 

国宝・重要文化財（建造物）の指定等 

・琵琶
び わ

湖
こ

疏水
そ す い

施設
し せ つ

 等 

１９件 

国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等 

・論
ろん

語
ご

疏
そ

巻
かん

第
だい

六
ろ く

 等 

６７件 

重要無形文化財の指定及び保持者の認定 

・常
と き

磐
わ

津
ず

節
ぶし

三味線
し ゃ み せ ん

 丹
たん

澤
ざわ

正
ま さ

明
あき

 等 

１１件 

重要有形民俗文化財の指定 

・志
し

摩
ま

半
はん

島
と う

の生
せい

産
さん

用
よ う

具
ぐ

 附 真
しん

珠
じ ゅ

養
よ う

殖
しょく

関
かん

連
れん

資
し

料
りょう

 

１件 

重要無形民俗文化財の指定 

・鳥
ちょう

海
かい

山
さん

北
ほ く

麓
ろ く

獅
し

子
し

舞
まい

番
ばん

楽
が く

 等 

５件 

特別史跡名勝天然記念物・史跡名勝天然記念物の指定等 

・原爆
げんばく

ドーム（旧
きゅう

広島県
ひろしまけん

産業
さんぎょう

奨励館
しょうれいかん

） 等 

７５件 

重要文化的景観の選定 

・波佐見
は さ み

中尾
な か お

皿山
さらやま

と鬼木
お に き

棚田
た な だ

の文化的
ぶ ん か て き

景観
けいかん

 等 

２件 

選定保存技術の選定及び保持者の認定 

・能楽
の う が く

大 鼓
おおつづみ

（革
かわ

）製作
せ い さ く

 木
き

村
むら

泰
やす

史
し

１件 

登録・記録選択等 ４８５件 

登録有形文化財（建造物）の登録 

・最勝院
さいしょういん

護摩堂
ご ま ど う

 等 

４３２件 

登録有形文化財（美術工芸品）の登録 

・近
きん

代
だい

教
きょう

科
か

書
し ょ

関
かん

係
けい

資
し

料
りょう

（玉川
たまがわ

大学
だいがく

収 集
しゅうしゅう

） 

１件 

登録有形文化財（建造物）の抹消 

・細川家
ほ そ か わ け

住宅
じゅうたく

主屋
お も や

 等 

３１件 

登録無形文化財の登録及び保持団体の認定 

・加
か

賀
が

料
りょう

理
り

 加
か

賀
が

料
りょう

理
り

技
ぎ

術
じゅつ

保
ほ

存
ぞん

会
かい

 

１件 

登録有形民俗文化財の登録 

・大
おお

谷
や

の石
いし

工
く

用
よ う

具
ぐ

及
およ

び関
かん

連
れん

資
し

料
りょう

 等 

４件 
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登録無形民俗文化財の登録 

・吉
よ し

野
の

葛
く ず

の製
せい

造
ぞ う

技
ぎ

術
じゅつ

 

１件 

登録記念物の登録 

・平木
ひ ら き

氏
し

庭園
ていえん

 等 

１２件 

記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択 

・真
しん

言
ごん

声
しょう

明
みょう

 

１件 

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択 

・津
つ

軽
がる

・南
なん

部
ぶ

の刺
さ

し子
こ

技
ぎ

術
じゅつ

 等 

２件 

現状変更等 １，９８３件 

重要文化財（建造物）の現状変更の許可 ８件 

重要文化財（美術工芸品）の現状変更の許可 ６件 

史跡名勝天然記念物の現状変更の許可 １，９６１件 

重要文化財（美術工芸品）の買取り ８件 

文化財保存活用地域計画・重要文化財等保存活用計画 ７７件 

文化財保存活用地域計画の認定 ４３件 

重要文化財（建造物）の保存活用計画の認定 １６件 

重要文化財（美術工芸品）の保存活用計画の認定 ２件 

史跡名勝天然記念物の保存活用計画の認定 １６件 

その他・基準等改正 ２件 

重要無形文化財（生活文化）の指定・認定基準等 １件 

記録作成等の措置を講ずべき無形文化財（生活文化）の選択基準 １件 

総計 ２，７２８件 

（２）第２５期文化審議会文化財分科会における報告状況

『これからの埋蔵文化財保護の在り方について（第一次報告書）』に基づき、令和７

年７月９日に第四期リスト搭載遺跡として６遺跡を、令和８年１月２０日には第五期

リスト搭載遺跡として５遺跡をとりまとめた。

また、「重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準」及び「記録

作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択基準」の改正を答申し、令和７年１２月１

６日に食文化を含む生活文化分野の指定・認定基準等が施行された。 

２．今後の課題

（１）第２５期文化審議会文化財分科会での対応

来期も引き続き、国宝・重要文化財の指定等に係る調査審議を行う。

来期も引き続き、『これからの埋蔵文化財保護の在り方について（第一次報告書）』

に基づき、「指定相当の埋蔵文化財」の第六期以降のリスト化に係る調査審議を行う。 
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○国宝（建造物）の指定

琵
び

琶
わ

湖
こ

疏
そ

水
すい

施
し

設
せつ

 ４所、１基 

第一
だいいち

隧
ずい

道
どう

、第二
だ い に

隧
ずい

道
どう

、第三
だいさん

隧
ずい

道
どう

、インクライン、南禅寺
な ん ぜ ん じ

水路閣
す い ろ か く

 

【所有者】 

京都市 （滋賀県大津市、京都府京都市） 

琵琶湖から京都へ水を運ぶ長大な運河を構成する施設。煉瓦造の第一から第三隧道は、

両端に古典主義様式等の装飾を施した重厚な坑門
こうもん

を構え、伊藤博文、山縣
やまがた

有
あり

朋
とも

ら元勲
げんくん

が

揮毫
き ご う

した扁額
へんがく

を掲げる。特に第一隧道では我が国で初めて近代的な竪坑
たてこう

工法を導入し、長

大な規模を実現した。インクラインは、比高差約３６ｍの上下舟溜
ふなだまり

間を結び、舟運路の

要となる、建設当時最大規模の傾斜鉄路。南禅寺境内を横切る水路閣は、当時最長を誇っ

た威風堂々たる煉瓦造１４連アーチ水路橋である。琵琶湖疏水施設は、西洋技術の習得過

程にあった明治中期において、世界的に高い評価を得た類い希
まれ

な建造物であり、明治日本

における都市基盤施設の金字塔。また、風雅な園地群などに水を供給し、自然と人工、伝

統と近代の景観が織りなす近代京都の比類ない風致を育んだ琵琶湖疏水の代表遺構でも

あり、深い文化史的意義が認められる。 

南禅寺水路閣（提供：文化庁） 

3



○国宝（美術工芸品）の指定

奈
な

良
ら

県
け ん

飛
あ す

鳥
か

池
い け

遺
い

跡
せ き

出
しゅつ

土
ど

品
ひ ん

  一括 

【所有者】 

独立行政法人国立文化財機構（奈良文化財研究所保管） （東京都台東区） 

飛鳥池遺跡は、奈良県高市郡明日香村に所在する、７世紀後半における工房群に代表さ

れる遺跡である。 

特筆すべきは、富
ふ

本
ほん

銭
せん

とその生産を示す資料群で、鋳型の溶着や鋳張りが残る未製品、

各種工具の存在は、当地での造幣や製作技術を鮮明に伝える。これら一連の資料は、富本

銭こそが和同開珎よりもさかのぼる我が国最古の鋳造貨幣であること及び『日本書紀』に

記された貨幣に関する詔の内容を裏付ける。また、初めて原料から生産した国産ガラスに

よる製品製作を筆頭に、金・銀・銅などの金属製品、漆製品、施釉陶器、瓦は工房内の多

彩な操業内容をよく示し、木簡は、操業時期と国家的工房としての遺跡の性格を裏付ける。 

ガラスや金属製品には、百済や新羅王都における鋳造・加工技術との類似性が見て取れ

るものもあり、技術伝播や国家間の比較を行いうる内容を持つ一括は他にない。 

律令国家形成期を支えた一大官営工房の実態を鮮明に示す本件は、手工業生産技術の伝

播や王宮・国家寺院に付属する工房の実態を議論する上で、きわめて重要な資料群である。

東アジアにおける生産技術史や国家形成における社会を考究する上でも唯一無二の資料

として、学術的価値がきわめて高く国宝にふさわしい。 

奈良県飛鳥池遺跡出土品 （提供：奈良文化財研究所） 
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○重要有形民俗文化財の指定

志
し

摩
ま

半
はん

島
とう

の生
せい

産
さん

用
よう

具
ぐ

 ２，８９２点 

附 真
し ん

珠
じ ゅ

養
よ う

殖
しょく

関
か ん

連
れ ん

資
し

料
りょう

 １２７点 

【所有者】 

志摩市（志摩市歴史民俗資料館・迫
はく

塩
えん

収蔵庫保管） （三重県志摩市） 

三重県中東部の志摩半島において、漁撈や農耕、山樵、養蚕、養蜂などの生業に使用さ

れた用具と、船
ふな

大
だい

工
く

や鍛
か

冶
じ

屋
や

、桶
おけ

屋
や

、瓦屋
かわらや

、石工
い し く

などの諸職が使用した用具から構成され

る。生産用具は、旧志摩国の領域に相当する現在の志摩半島全域から収集されており、そ

の製作・使用年代は、明治時代から昭和３０年代が中心となる。 

また、本件には、昭和３０年に英虞湾の 賢
かしこ

島
じま

に建設され、日本の真珠養殖の発展に寄

与した旧国立真珠研究所の標本類や施術器具などを 附
つけたり

として含めている。 

志摩半島では、熊
くま

野
の

灘
なだ

に面した 表
おもて

海
うみ

と、英
あ

虞
ご

湾
わん

や的
まと

矢
や

湾
わん

などの穏やかな内
うち

海
うみ

という二

つの海況を巧みに利用した漁撈が行われ、漁撈を中心としながらも、農耕
のうこう

や山
さん

樵
しょう

、養蚕
ようさん

などの生業が複合的に営まれてきた。また、それら生業と様々な技術を持つ職人たちの活

動には、資材となる木材の供給と道具類の製作という関係を介して強い結びつきもみられ

た。本収集は、このような志摩半島における生産活動の実態をよく伝える資料群であり、

海女漁や真珠養殖など漁撈関係の用具が充実していて、地域的な特色も顕著である。一つ

の半島を広く対象とし、生産用具を総合的に指定した事例は類例がなく、周囲を海に囲ま

れ、半島部の多い我が国における生業の変遷や生産活動の地域差を考える上で重要である。 

志摩半島の生産用具（提供：志摩市教育員会） 
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指定相当の埋蔵⽂化財リスト登載遺跡⼀覧(令和８年１⽉２０⽇現在）

遺跡名 所在地 登載時期※ 備考
1 福島城跡 ⻘森県五所川原市 １期
2 早稲⽥・野⼝⾙塚 ⻘森県三沢市 １期
3 南部家墓所 岩⼿県盛岡市 １期

−  ⿊⼭の昔⽳  岩⼿県九⼾村  １期
令和６年６⽉２４⽇の⽂化審議会⽂化財分科会による史跡指定の答申によ
り、保護を要すべき範囲の指定が完了したため、リストより除外

4 野蒜築港跡 宮城県東松島市 １期
5 仙台藩主伊達家墓所 宮城県仙台市 １期
6 胡桃館遺跡 秋⽥県北秋⽥市 １期
7 出⽻⾦沢城跡 秋⽥県横⼿市 ４期
8 ⼋⼗⾥越 福島県只⾒町・新潟県三条市、⿂沼市 １期
9 堂後遺跡及び勝常寺旧境内 福島県湯川村 ５期

10 梵天⼭古墳群 茨城県常陸太⽥市 １期
11 ⾼⼭塚古墳 茨城県常陸太⽥市 ２期 梵天⼭古墳群中の古墳としてリストに追加予定
12 星神社古墳 茨城県常陸太⽥市 ２期
13 ⻄⽅城跡 栃⽊県栃⽊市 １期
14 唐御所横⽳墓群 栃⽊県那珂川町 １期 史跡唐御所横⽳に周辺の横⽳を追加指定予定
15 ⿅島前遺跡 栃⽊県那珂川町 ４期 史跡那須⼩川古墳群に追加予定
16 上野国分尼寺跡 群⾺県⾼崎市・前橋市 １期
17 上植⽊廃寺 群⾺県伊勢崎市 ２期
18 三津屋古墳 群⾺県吉岡町 ２期
19 歴史の道中⼭道碓氷峠越 群⾺県安中市 ２期
20 デーノタメ遺跡 埼⽟県北本市 １期
21 内裏塚古墳群 千葉県富津市 １期 史跡内裏塚古墳に周辺の古墳を追加指定予定
22 松倉城跡 富⼭県⿂津市 １期
23 ⽴⼭信仰遺跡 富⼭県⽴⼭町 １期
24 富⼭藩主前⽥家墓所 富⼭県富⼭市 １期
25 北国街道倶利伽羅峠越 富⼭県⼩⽮部市・⽯川県津幡町 １期
26 ⼾室⽯切丁場跡 ⽯川県⾦沢市 １期
27 ⼤聖寺城跡 ⽯川県加賀市 ３期
28 今北⼭弁財天古墳群 福井県鯖江市 １期

29 糠塚古墳 福井県若狭町 ２期
史跡⻄塚古墳、史跡上ノ塚古墳、史跡中塚古墳を統合、糠塚古墳を追加指定
し、名称変更予定

30 曽利遺跡 ⻑野県富⼠⾒町 １期 史跡井⼾尻遺跡に追加指定予定
31 ⾹坂⼭遺跡 ⻑野県佐久市 ２期
32 ⼤桑城跡 岐⾩県⼭県市 １期
33 杉崎廃寺跡 岐⾩県⾶騨市 １期
34 坊の塚古墳 岐⾩県各務原市 １期
35 松倉城跡 岐⾩県⾼⼭市 １期
36 上磯古墳群 岐⾩県⼤野町 ２期
37 韮⼭城跡 静岡県伊⾖の国市 １期
38 普⾨寺旧境内 愛知県豊橋市 １期
39 板倉家墓所 愛知県⻄尾市 １期
40 相⾕熊原遺跡 滋賀県東近江市 １期
41 佐和⼭城跡 滋賀県彦根市 １期
42 敏満寺遺跡 滋賀県多賀町 ２期 史跡敏満寺⽯仏⾕遺跡へ追加指定し、名称変更予定
43 坂本城跡 滋賀県⼤津市 ２期
44 指⽉城跡 京都府京都市 ４期
45 ⽯⾒城跡 京都府京都市 ５期 史跡物集⼥城跡へ追加指定し、名称変更予定
46 富雄丸⼭古墳 奈良県奈良市 １期
47 ⽇⾼⼭⽡窯跡 奈良県橿原市 ２期
48 狐井城⼭古墳・狐井稲荷古墳 奈良県⾹芝市 ２期
49 特別史跡 岩橋千塚古墳群 和歌⼭県和歌⼭市 ２期 特別史跡岩橋千塚古墳群の指定範囲を⼤幅に拡⼤予定
50 勝⼭城跡・⼤野城跡・⼤向出城跡 和歌⼭県⽩浜町  ２期 史跡安宅⽒城館跡に追加指定予定
51 由良要塞跡友ヶ島地区 和歌⼭県和歌⼭市 ４期
52 因幡国⼭陰道跡 ⿃取県⿃取市 ２期
53 南新造院跡・南新造院⽡窯跡 島根県松江市 ３期 史跡出雲国⼭代郷遺跡群へ追加指定し、名称変更予定
54 ⾦蔵⼭古墳 岡⼭県岡⼭市 １期
55 湊茶⾅⼭古墳 岡⼭県岡⼭市 ２期
56 野中廃寺 ⾼知県南国市 ４期
57 平城⾙塚 愛媛県愛南町 １期
58 前畑遺跡 福岡県筑紫野市 １期
59 益⽣⽥古墳群 福岡県久留⽶市 １期 史跡⽥主丸古墳群に追加指定予定
60 松⼭城跡 福岡県苅⽥町 １期
61 ⻑野城跡 福岡県北九州市 １期
62 花⽴⼭古墳群及び城⼭古墳群 福岡県⼩郡市・朝倉郡筑前町 ３期
63 ⼿光波切不動古墳 福岡県福津市 ４期 史跡津屋崎古墳群に追加指定予定
64 カラカミ遺跡 ⻑崎県壱岐市 １期
65 越⾼遺跡 ⻑崎県対⾺市 ２期
66 島原城跡 ⻑崎県島原市 ２期
67 ⻑崎⻄役所跡 ⻑崎県⻑崎市 ５期
68 南関城跡 熊本県南関町 １期
69 多良⽊相良⽒遺跡 熊本県多良⽊町 ２期
70 三重古墳群 ⼤分県豊後⼤野市 ２期
71 都城島津家墓所 宮崎県都城市 １期 史跡⿅児島島津家墓所に追加指定予定
72 宮崎城跡 宮崎県宮崎市 ２期
73 与論城跡 ⿅児島県与論町 １期
74 沖永良部島の古墓群 ⿅児島県和泊町・知名町 １期
75 下原洞⽳遺跡 ⿅児島県天城町 ２期
76 出⽔城跡 ⿅児島県出⽔市 ５期
77 崇元寺跡 沖縄県那覇市 ２期
78 中城御殿跡 沖縄県那覇市 ５期

※１期リスト登載：令和５年１０⽉２３⽇付け、２期リスト登載：令和６年８⽉１⽇付け、３期リスト登載：令和７年1⽉１０⽇付け
４期リスト登載：令和７年７⽉９⽇付け、５期リスト登載：令和８年１⽉２０⽇付け
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